
総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正

一

大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と

を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

大
臣
官
房
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
又
は
命
を
受
け

て
、
総
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
参
事
官
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
五

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


